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次
の
と
お
り
無
料
法
律
相
談
所
を

開
設
し
ま
す
。
金
銭
・
不
動
産
な
ど

で
お
困
り
の
方
は
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

◆
日
時　
　

月　

日
（
水
）

12

19

　
　
　
　

午
後
１
時
〜
午
後
４
時

◆
場
所　

余
市
中
央
公
民
館
２
階

◆
定
員　

６
人
。

　
　
　
　

１
人
の
相
談
時
間
は　

分
。

30

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
】

余
市
町
役
場　

町
民
生
活
係

　

℡
２
１
―
２
１
２
０

※
ご
利
用
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に
申

し
込
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

 

�
��
�
�
�
�

��

　

積
丹
町
成
人
式
は
、平
成　

年
１

20

月　

日（
日
）に
開
催
し
ま
す
。

13

　

本
人
ま
た
は
町
内
の
親
元
な
ど
に

事
前
に
案
内
状
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

期
日
ま
で
に
出
欠
に
つ
い
て
お
知
ら

せ
く
だ
さ
い
。

◆
対
象
者

　

昭
和　

年
４
月
２
日
〜

62

　

昭
和　

年
４
月
１
日
の
出
生
の
方

63

【
問
い
合
わ
せ
先
】

町
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
係

　

℡
４
４
―
３
２
６
０

�
�
�
�
�
�
��

�
�
�
�
�

　
「
交
通
事
故
、
詐
欺
、
お
ど
し
な
ど

の
犯
罪
の
被
害
に
遭
い
、
警
察
や
検

察
庁
に
訴
え
た
が
、
検
察
官
が
そ
の

事
件
を
起
訴
し
て
く
れ
な
い
」。
こ

の
よ
う
な
不
満
を
お
持
ち
の
方
の
た

め
に
、
検
察
審
査
会
が
あ
り
ま
す
。

　

検
察
審
査
会
は
、
有
権
者
の
中
か

ら
く
じ
で
選
ば
れ
た
1
1
人
の
審
査

員
が
検
察
官
の
行
っ
た
不
起
訴
処
分

の
当
否
を
審
査
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

費
用
は
無
料
で
秘
密
は
堅
く
守
ら

れ
ま
す
。お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

札
幌
地
方
裁
判
所
小
樽
支
部
内

　

小
樽
検
察
審
査
会

　

℡
０
１
３
４
―
２
２
―
９
１
５
７
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�
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平
成　

年
工
業
統
計
調
査
を　

月

19

12

　

日
現
在
で
行
い
ま
す
。

31
　

調
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、　
12

月
か
ら
１
月
に
か
け
て
調
査
員
が
お

伺
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
調
査
票
に
記
入
し
て
い
た

だ
い
た
内
容
に
つ
い
て
は
統
計
法
に

基
づ
き
秘
密
が
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、

正
確
な
ご
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

経
済
産
業
省
・
北
海
道
・
積
丹
町

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�

　

パ
ー
ト
労
働
者
が
能
力
を
一
層
有

効
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

法
改
正
が
行
わ
れ
、
平
成　

年
４
月

20

１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

主
な
改
正
点
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◆
雇
い
入
れ
の
際
、
一
定
の
労
働
条

件
に
つ
い
て
、
文
書
の
交
付
な
ど

に
よ
る
明
示
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。

◆
雇
い
入
れ
後
も
求
め
ら
れ
た
と
き
、

待
遇
決
定
の
際
に
考
慮
し
た
事
項

の
説
明
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。

◆
正
社
員
と
同
視
す
べ
き
パ
ー
ト
労

働
者
の
待
遇
を
差
別
的
に
取
り
扱

う
こ
と
が
禁
止
、
そ
れ
以
外
の
パ

ー
ト
労
働
者
も
、
正
社
員
と
の
均

衡
の
と
れ
た
待
遇
の
確
保
が
努
力

義
務
化
さ
れ
ま
す
。

◆
正
社
員
へ
の
転
換
を
推
進
す
る
た

め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
義
務

化
さ
れ
ま
す
。

◆
苦
情
の
申
し
出
を
受
け
た
と
き
は
、

事
業
所
内
で
自
主
的
解
決
を
図
る

こ
と
が
努
力
義
務
化
さ
れ
ま
す
。

※
「
パ
ー
ト
労
働
者
」
と
は
、「
パ
ー
ト
タ

イ
マ
ー
」、「
ア
ル
バ
イ
ト
」、「
嘱
託
」
な

ど
呼
び
方
は
異
な
っ
て
も
、
１
週
間
の

所
定
労
働
時
間
が
同
一
の
事
業
所
に
雇

用
さ
れ
る
正
社
員
に
比
べ
て
短
い
労
働

者
を
い
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

北
海
道
労
働
局
雇
用
均
等
室

　

℡
０
１
１
―
７
０
９
―
２
７
１
５

�
�
�
�
�
�
�
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交
通
遺
児
（
満　

歳
未
満
）
が
損

13

害
賠
償
金
等
の
中
か
ら
拠
出
金
を
払

い
込
ん
で
加
入
す
る
と
、
こ
の
資
金

に
国
、
民
間
か
ら
の
援
助
金
を
加
え

て
、
安
全
・
確
実
な
運
用
を
し
、
交

通
遺
児
が
満　

歳
に
達
す
る
ま
で
、

19

３
か
月
ご
と
に
ま
と
め
て
育
成
給
付

金
を
給
付
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
左
記
ま
で
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

（
財
）
交
通
遺
児
育
成
基
金

　

℡
０
３
―
５
２
１
２
―
４
５
１
１

�
�
�
�
�

　

国
立
北
海
道
障
害
者
職
業
能
力
開

発
校
で
は
、
平
成　

年
度
の
入
校
生

20

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
左
記
ま
で
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

国
立
北
海
道
障
害
者職

業
能
力
開
発
校

　

℡
０
１
２
５
―
５
２
―
２
７
７
４

�
�
�
�
�
�
�
	

　

自
衛
隊
生
徒
を
平
成　

年
１
月
８

20

日
（
火
）
ま
で
、
募
集
・
受
付
し
ま

す
。

◆
応
募
資
格

　

中
卒
（
見
込
含
）　

歳
未
満

17

◆
学
科
試
験
日

　

平
成　

年
１
月　

日
（
土
）

20

12

【
問
い
合
わ
せ
先
】

自
衛
隊
札
幌
地
方
協
力
本
部

小
樽
地
域
事
務
所

　

℡
０
１
３
４
―
２
２
―
５
５
２
１

��

�������	���


�

�
�
�
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　国民年金には、保険料納付が困難な方で本人、配偶者、世帯主の前年度の所得が一定額以下の方が申請す
ることで、国民年金の保険料が免除される制度があります。
　ただし、失業（※１）、倒産（※１）、事業の廃止（※１）、天災などが原因で所得が無くなったことにより国
民年金の保険料が納付できない方は、その事実が確認できる公的機関の証明書等（※２）の写しを添付して
いただくと、その方の前年度所得は審査対象外となります。

◆申請の際には、公的機関の証明書のほかに
　①年金手帳または基礎年金番号のわかるもの
　②印鑑（本人が署名する場合は不要）
　③他の市区町村から転入された方は前年の所得を証明するもの
　　をお持ちください。

　　  （※１）免除を申請する日の属する年度またはその前年度に失業（離職）された方が対象です。
　　  （※２）「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者離職票」「離職者支援資金の貸付決定通知」など

【申請・問い合わせ先】
役場住民福祉課（℡44-2111）・小樽社会保険事務所（℡0134-23-4231）

国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民年年年年年年年年年年金金金金金金金金金金保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険料料料料料料料料料料はははははははははは、、、、、、、、、、退退退退退退退退退退職職職職職職職職職職（（（（（（（（（（失失失失失失失失失失業業業業業業業業業業））））））））））にににににににににによよよよよよよよよよるるるるるるるるるる特特特特特特特特特特例例例例例例例例例例免免免免免免免免免免除除除除除除除除除除ががががががががががあああああああああありりりりりりりりりりまままままままままますすすすすすすすすす国民年金保険料は、退職（失業）による特例免除があります

前年度所得
区　　分

世帯主配偶者申請者（本人）
審査対象審査対象審査対象一般の免除申請

審査対象審査対象審査対象外申請者（本人）が失業した
ことによる特例申請
※配偶者または世帯主が失業した場合にもそれぞれ所得審査対象外となります。

　住民基本台帳の閲覧制度は、世論調査や学術調

査などの実施に利用されていますが、住民基本台

帳法の改正により、その内容を公表することにな

りました。

　平成18年11月に法律が改正されてから、平成19

年10月までの閲覧の請求は下記のとおりです。

範　囲目　的調査主体月　日

町内全域
自衛官募集
に伴う広報
活動

自衛隊札幌
地方協力本
部

６月12
日

野塚町道民意識
調査　　北海道６月20

日

� 平成19年度年末年始休日当番歯科医院 �
診療時間　　9：00～12：00

電 話 番 号住　　　所歯科医院名月　　日
２２－３６７８余市町大川町15丁目12-1佐藤歯科医院12月29日平

成　

年
19 ２２－１５１１余市町富沢町9丁目19-2とみさわ歯科医院12月30日

２２－６２００余市町黒川町2丁目207荒木歯科医院12月31日
３２－２２３７仁木町北町1丁目49仁木歯科クリニック１月１日平

成　

年
20 ２２－１００１余市町大川町14丁目5いとう歯科１月２日

２２－２０３０余市町黒川町8丁目6みずの歯科医院１月３日

住民基本台帳の閲覧状況の公表
　平成１９年度「町長室」出前懇談会を次の日程
で開催します。
　今回は、町が作成した「積丹町財政健全化計画
（素案）」の概要などについて説明を行います。

【問い合わせ先】役場企画課（℡44-2111）

場　　所時　　間月　　日

幌武意老人寿の家午後６時12月４日�

丸山会館午後３時
12月５日�

野塚克雪センター午後６時

余別地区コミュニティセンター午後６時12月６日�

総合文化センター午後６時12月７日�

入舸会館午後６時12月10日�

日司生活改善センター午後６時12月11日�

「町長室」出前懇談会開催




